
 

○ 船 舶 自 動 識 別 装 置 及 び 簡 易 型 船 舶 自 動 識 別 装 置 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 （ 平 成 二 十 一 年 総 務 省 告 示 第 三 百 十 二 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 件 新 旧

対 照 条 文 

 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

第 一 船 舶 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 の 技 術 的 条 件 

一 （ 略 ） 

 二 送 信 装 置 

１ （ 略 ） 

２ メ ッ セ ー ジ の 構 造 は 次 の と お り と し 、 そ の 他 メ ッ セ ー ジ に 関 す る 事

項 は Ｉ Ｔ Ｕ ｜ Ｒ 勧 告 （ 国 際 電 気 通 信 連 合 無 線 通 信 部 門 の 勧 告 を い う 。

以 下 同 じ 。 ）M.1371 に 従 う こ と 。 

 

 

 

 
第 一 船 舶 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 の 技 術 的 条 件 

一 （ 略 ） 

 二 時 分 割 多 元 接 続 方 式 送 信 部 

１ （ 略 ） 

２ メ ッ セ ー ジ の 構 造 は 次 の と お り と し 、 そ の 他 メ ッ セ ー ジ に 関 す る 事

項 は Ｉ Ｔ Ｕ ｜ Ｒ 勧 告( 国 際 電 気 通 信 連 合 無 線 通 信 部 門 の 勧 告 を い う 。

以 下 同 じ 。)M.1371 に 従 う こ と 。 

 

三 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 送 信 部 

  １ 変 調 符 号 は 、 Ｉ Ｔ Ｕ ― Ｒ 勧 告 M.493 で 定 義 さ れ る シ ン ボ ル 符 号 を 用

い 、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 文 字 デ ー タ は 、 Ｉ Ｔ Ｕ ｜ Ｒ 勧 告 M.825 で 定 義 さ

れ る シ ン ボ ル 符 号 を 用 い る こ と 。 

  ２ メ ッ セ ー ジ の 構 造 は 次 の と お り で あ る こ と 。 
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 ﾄﾞｯﾄ

信号 

DX  DX  DX  DX  DX  DX  A  

RX 

7 

RX 

6 

RX 

5 

RX 

4 

RX 

3 

RX 

2 

RX 

1 

 

 A  B1  Bn 

 

 C  D1  Dn  E1  En  

RX 

0 

A A B1 Bn C D1 Dn 

 

 F  G  F  F   

E1 

 

En F G 

 

   注 ＲＸ／ＤＸ： 

    Ａ：同期シーケンス 

    Ｂ１－Ｂｎ：アドレス 

    Ｃ：カテゴリー 

    Ｄ１－Ｄｎ：自局識別信号（ＭＭＳＩ） 

    Ｅ１－Ｅｎ：メッセージ 

    Ｆ：シーケンス終了信号 

    Ｇ：誤り検出符号 

   ３ タ イ ム ダ イ バ ー シ テ ィ の 時 間 間 隔 は 、 三 ○ 分 の 一 秒 で あ る こ と 。 

三 ～ 四 （ 略 ） 

第 二 ～ 第 三 （ 略 ） 

四 ～ 五 （ 略 ） 

第 二 ～ 第 三 （ 略 ） 
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